


















































































































































IV - 2 - 1 

2 工業意匠行政効率化のためのシステム構築 

2.1 目的 

工業意匠の登録保護は 1999 年 9 月に施行された比較的新しいシステムであり、出願・審査

業務処理はすべて手作業で行われている。近年出願件数は顕著な増加傾向にあり、登録件数

も増加していることから、業務効率化の上でコンピュータ化への要望が強い。また、工業意

匠登録にあたっては実体審査は行わないが、方式審査においてその新規性を確認するために

マレイシアにおける先願意匠と比較対照している
1
。この場合、類似先願意匠の検索を手作業

で行わなければならず、作業効率および検索精度上問題がある。 

また、ユーザーは出願にあたって先願意匠のチェックをするが、その効率化・正確化の点

から、やはり検索の電子化を望む声が強い。 

本件は、工業意匠行政業務管理および検索システムの構築によりこうしたニーズに応える

ことを目的とするものである。 

 

上記のような効率化のニーズについて、IPD としては、まず基本業務処理事項のコンピュー

タ化による効率化を図りたい意向であり、ついで、現在特許、商標制度で計画されているオ

ンライン出願への対応、ユーザーの検索効率化ニーズへの対応を検討したいとしている。 

 

以下、2.2では現行業務実態について詳細に把握する。これをもとに 2.3では IT化にあたっ

てのコンセプトを設定、2.4、2.5 にそれぞれ基本設計、開発体制およびスケジュールの概要を

示す。 

 

                                                        
1
    マレイシアの工業意匠は法制上無実体審査制度を採用しているが、実質上はマレイシアの先願意匠に対する
新規性という実体的要件についての審査を行っている。 
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2.2 現行業務実態 

2.2.1 業務の概要と業務組織 

2.2.1.1 概要 

年間の出願件数が 700 件程度と少ないことと、制度の施行後間もないこともあり、出願の

受付から審査業務、登録までの事務業務および各種書類の作成はすべてが手作業で行われて

いる。登録証などの作成にはワードプロセッサが利用されているが、その他のほとんどの書

類が印刷した用紙に必要事項を筆記した形で運用されている。これは書式の形式が決まって

おり、手書きしたものをタイプする手間を省いたものである。 

新規案件の審査については、規則規定による方式要件審査とその他の要件審査が同一審査

官によって行われている。その他の要件審査は、先願として類似なものがないかどうかの審

査、工業意匠の定義合致 (Must fit、Must match意匠の排斥)、公序良俗違反、国紋章などへの

類似形態違反を審査するものである。先願との類似性審査では分類別の紙ファイルを手作業

で照合して行うため、必ずしも必要十分な調査が効率的に行われているとはいえない。 

原簿は出願原簿、登録原簿、延長登録原簿（サポーティングスタッフが記入し審査官がサ

イン）などがあるが、それぞれの事象が発生した時点で順次記載される形式であり、特定案

件の審査の経過や現状などを一元的に把握することは困難である。経過を把握するには当該

案件のファイルに入れられている目次を見る必要がある。すなわち原簿などによる一覧性の

経過情報がないため、原簿上の各ファイルの記述にアクセスするためのインデックスが無い｡

このため、特定の事象を含んだケースのファイルを探索することは困難で記憶に頼っている

状況である。 

現状は制度発足後間もないこともあり、出願および登録の件数を合わせても取り扱う情報

量は 1,500件程度であるが、今後の累積を考慮した場合、何らかのインデックスとなるツール

が必要になる｡ 

利用者側から見ると、先願意匠の調査は IPD の公衆閲覧室に出かけて行う必要があり、ロ

カルノ分類別の図面を収容したファイルと書誌事項が書かれたカードを頼りに調査すること

になる。ロカルノ分類別のファイルは、出願番号順に全図面がファイリングされているが、

出願人や出願日などの書誌事項の記載はない。当該案件の書誌事項は別途キャビネットに収

納された出願番号順のカードを参照する必要があり、効率的な調査は困難である。 

IPDにおける運用に関しては、運用基準やマニュアルが整備されておらず、明文化された基

準なしに、運用がなされているものもある。工業意匠法や施行規則の規定が比較的簡素であ

るため、実際の業務運用は同法および規則だけでは詳細が定まらない。このため、暗黙の運

用基準が実際の業務で使用されている。特に、顕著な例としては、審査実務において方式審
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査の一部として、規則が明示的に規定する方式的要件以外に、実体的な要件の審査を実施し

ている、などがある。 

 

以下、「2.2.2 現行業務プロセスと帳票」では、意匠法および施行規則の規定について最初

に述べ、次に IPDでの実際の運用基準と実務について述べる。 

 

2.2.1.2 業務組織 

工業意匠ユニットには、登録官である局長、副登録官であり Principal Assistant Directorで工

業意匠ユニットの Headのもとに 2 つのサブユニットがある。すなわち、新規出願の方式審査

を行う「Formality 審査サブユニット」と延長登録、氏名や住所の変更、証明書の発行、公報

の発行を行う「Post registrationサブユニット」である。各サブユニットには上席審査官 1名と

審査官（1～2名）が配置されている。 

事務部門、Formality 審査官、Post registration 審査官の業務分担を図 IV-2.2-1 に示す。事務

部門は受付業務と窓口における書類のチェック、ファイルの作成、書類の受信・発信にとも

なうバックオフィス機能を分担している。意匠登録に関係する審査業務は Formality 審査官、

Post registration審査官が行い、問合せ状や拒絶理由通知書の作成、ならびに登録の決定を行っ

ている。 

 

2.2.2 現行業務プロセスと帳票 

2.2.2.1 新規出願業務（受付） 

(1) 出願手続きにかかる規定 

1) 工業意匠登録出願の提出と出願日 

工業意匠登録出願には出願人は次のものを含めて工業意匠登録事務所へ提出しなければな

らない (工業意匠法第 14条)。 

a)  施行規則に規定する所定様式 (様式 1) の願書 

b) 施行規則に規定する数 (6通) の意匠描写 (Representations) 

c)  新規性の陳述 

d) 施行規則に規定する出願料金 

上記のうち、a)、b)、d) の 3 点を満たしたとき出願は受理され、出願日と出願番号が付与

される (工業意匠法第 16条、4規則第 18条)。 

これらの出願受理要件が満たされない場合、出願人に訂正要求が出され、3 カ月以内に訂

正がなされないときは、出願は提出されなかったものと見なされる。 



図 IV-2.2-1   工業意匠部門関係図
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2) 工業意匠登録出願の種類と言語 

様式 1 は通常の独立単一の工業意匠に対する出願のほか、組物意匠出願、複数意匠出願 

(工業意匠法第 15 条)、連合意匠出願 (工業意匠法第 23 条)、あるいは分割出願 (工業意匠法

第 20 条) についても共通に使用され、意匠の数や本意匠登録番号等、対応する所要の事項

記載欄に必要事項を記入して願書とするものである。 

出願手続き言語は施行規則 (第 6 条) のみにおいて規定されており、マレイ語、または、

英語を使用しなければならない。また、在外国人出願の場合は、代理人を任命して出願手続

きを行わなければならない。代理人に手続きを委任する場合、対象の各出願ごとに、出願時

に、施行規則の付属書 2 で指定する様式 10 の委任状 2 通を提出し、所定の料金を納付する。 

なお、意匠の「描写 (Representation)」とは、意匠が適用される物品の図面、トレーシン

グ、または見本、あるいはそれらの写真と定義されている (工業意匠法第 3条)。 

 

3) 優先権主張 

パリ条約加盟国の最先の工業意匠登録出願に基づき、6 カ月以内にマレイシア国工業意匠

登録事務所へ工業意匠登録出願をする際、優先権主張をすることができる (工業意匠法第

17 条)。優先権主張には、最先出願の日、番号、付与された分類 (ロカルノ分類の Class、お

よび Subclass)、出願国を特定する必要があり、広域出願や国際出願の場合はその出願国と

受理官庁を特定しなければならない。また、登録官から要求があったときから 3カ月以内に

優先権証明書を、またマレイ語または英語以外の言語の書面である場合は 6カ月以内にその

認証翻訳を提出しなければならない。 

なお、優先権主張をともなう出願をする場合、最先出願から 6カ月以内と規定される出願

期限に関しては、期間延長は適用されない (工業意匠法第 43条)。 

 

4) 出願関連のその他手続き 

a) 出願取り下げ 

出願人は出願継続中いつでも、書面による申し立てにより、出願を取り下げることがで

きる。出願の取り下げは取り消すことができない (工業意匠法第 18条)。 

b) 出願の補正 

出願人は、請求により、意匠登録出願を補正できる。ただし、原出願の開示にない事項

の追加により出願の範囲を拡大する補正は、することができない (工業意匠法第 19条)。 

c) 分割出願手続き 

原出願から一以上の意匠が補正により削除されたとき、その削除された意匠について原
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出願の継続中いつでも分割出願をすることができる。その出願手続きは、原出願を特定し、

分割出願である旨表示すること以外は通常出願と同様である。ただし原出願の出願日に出

願されたものと見なされる (工業意匠法第 20条)。 

 

(2) IPD における運用と業務プロセス 

新規出願業務の受付から登録までの典型的な業務プロセスを図 IV-2.2-2 に示す。出願受付

は、特許、商標と共通の窓口で行われる。Annex-1
2
に受付窓口の様子を示す。受付では、工

業意匠部門から 1名の窓口担当（サポーティングスタッフのうちの 4名が輪番制で週ごとに

1 名が分担）が配置され、総合受付担当から回された工業意匠の関係書類を処理する。

Annex-2 にスタッフ業務の作業状況を、図 IV-2.2-3 に受付業務における書類の流れを示して

いる。受け付けた書類の種類により、ファイルが起こされ、Formality 部門の審査官または

上席審査官、Post registration部門の審査官または上席審査官のそれぞれに分配される。 

 

1) 出願受理 (出願日付与) 要件 

出願受理 (出願日付与) の条件は法および規則に定めるとおりであるが、料金に関しては

出願料金だけを必須としており、他の追加料金は追納可能として受理する。ここで言う出願

料金とは、出願料の RM 400（および複数意匠出願の場合、更に追加意匠ごとの RM 200）

である。追加料金とは、公報掲載図 (View) の数に応じた掲載料金、代理人に手続き委任し

た場合の委任状添付の料金等を指す。願書と意匠描写 6通は必須であり、追完は認めない。 

受理要件が厳格である理由の一つは、登録の効果が出願日に遡及して発生することにある。 

 

2) 出願受理と出願日通知業務 

受付窓口で出願受付をする場合、形式的な書式の記載をチェックリスト [Annex-3] を基

に確認し、料金納付の事実をチェックした後、料金受領書を作成し、オフィサーのサインを

得る。出願受理要件 (願書、意匠描写 6 通、出願料金) を満たしていない出願は、その場で

不受理として補充再提出を求め返却している。郵送による出願が出願受理要件を満たしてい

ないときは、訂正請求の通知 (Correction Request) を郵送にて送付することで、追完要求を

している。 

出願書類は原則として 2 通提出することが推奨されており、受理後、1 通に出願番号と出

願日を記入し、出願料納付の領収書とともに、出願人に返却している。1 通しか提出がない

場合は、料金納付領収書に出願番号と出願日を記入して手交 (送付) する。このように、出 

                                                        
2
   IV-2本文末に添付。 



図 IV-2.2-2   工業意匠業務（新規登録）
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願番号と出願日を記入した出願書類控または料金納付領収書を出願受理認証と見なしてい

る。 

受理された出願では、正本とする出願書類に、出願番号と出願日、納付料金が記入 (手書

き) される。受付窓口での受理までの受付業務は、特許、商標と共通の受付窓口で、共通の

受付担当者が遂行し、受付後に書類一式は ID Unitへ回送される。 

 

出願は到達主義で、IPD（ブランチオフィスを含め）での受領日を出願の日として付与す

る。郵送の場合には通常到達を受理日とするが、書留 (A.R. registered post) の場合に、遅延

を生じたときは通常の郵送期間に送達があったものと見なされ得る。 

また、代理人の委任状（ID Form 10）の欠落は、受け付け時点でチェックされないため 2

週間以内に補充すれば足りる。 

書類受領から出願番号付与までの所要時間は、およそ 20 分程度。多くの代理人がクアラ

ルンプールに事務所またはブランチ事務所を持っており、受付窓口に書類を持参する手続き

が 90%であり、郵送は 10%となっている。IPDのブランチオフィス（サバ、サラワク）では

受付業務のみがあり、出願書類と料金を受け取り、本庁へ転送する処理のみを行い、出願要

件の確認や出願日付与に関わる処理は一切行わない。受領後はクアラルンプールに送付され、

一括して審査などを行うが、これまでの受領実績は皆無である（2002年 9月現在）。 

 

3) 受理後の出願書類の扱い 

受付業務では、新規出願のみならず、延長出願、代理人登録、質問状への回答を含め、出

願人や代理人からの書類が受領されるが、受領後の仕分け、受領簿や登録原簿への記載、フ

ァイルの作成などは、窓口担当以外の 3名のスタッフが行う。毎日審査官へのファイルの転

送が行われる。 

受理後、出願書類は出願ごとに個別の厚紙フォルダーに収容されてファイルにされ、審査

に付される。意匠の描写 6通については、以下のように配布される。原本ファイル、公衆閲

覧室、審査室、公報発行 (登録後) 用、登録証添付、予備、各 1 通。本来は、サバ支所、サ

ラワク支所へも各 1通が配布され、公衆の閲覧に供される想定であったが、現状では支所で

の閲覧提供は実現されておらず、支所への送付は行われていない。 

いずれにも、出願番号がゴム印で押印される。また、ファイル表紙、ファイル目次、チェ

ックリストにも同様に出願番号が押印される。 

 

公衆閲覧室、および審査室には、ロカルノ分類 32 区分に分けた開架保管棚が備えられ、

分類別に各出願描写 1通が収納される。配布は、通常、出願の受理後即日であり、遅くとも



IV - 2 - 10 

2～3日のうちには公衆の閲覧に供される。 

なお、描写の提出数に関して、様式 1 の注釈 (c) は、組物意匠については 7 通を要する

旨指摘するが、現実の運用では 6通でよいとしている。 

 

4) 出願手続言語 

施行規則は出願手続言語を国語 (マレイ語) または英語としているが、出願人が提出する

出願書類にすべて英語が使用されていても、ID Unit が作成し出願人に送付する書類はすべ

て国語 (マレイ語) である。 

 

5) 出願インデックスカード 

出願人に対して、所定様式のインデックスカード (A6版程度のサイズ [Annex-4] ) に出願

人や物品名、ロカルノ分類等所定事項を記入し提出することを求めている。このインデック

スカードは公衆閲覧室に出願番号順に揃えて閲覧に供される。このインデックスカードには

出願番号が押印され、登録後は登録された旨の「REGISTERED MY」が押印されるなど最新

状況が ID Unit により追記されることで、公衆閲覧室で閲覧した意匠描写の登録状況等を閲

覧人が確認できるようにしている。 

 

6) 料金支払 

新規意匠登録出願 RM400（追加 1 件当たり RM200）は小切手、現金、または郵便為替で

支払う。そのほかの主な手続別必要料金は図 IV-2.2-4に示している。ID Form 7による裁判

所への複写書類の提出以外は、それぞれ意匠の数などに比例して料金が設定されている。 

 

7) 出願の配分 

出願受理後、各出願は ID Unit内の Formalityサブユニットの審査官 (Assistant Registrar職

でもある) に配分される。配分方法は番号順に均等配分するだけであり、分類別や関連出願

をまとめるといった配慮はなされない。現在、新規の意匠出願を担当する審査官は 3名であ

り、便宜上、出願番号末尾 1 桁が 0～3、4～6、7～9 の 3 群に出願を分け、各審査官に分配

するという配分を行っている。コンピュータシステムの導入後にはロカルノ分類で配布する

ことも検討したいとしている。 

 



図 IV-2.2-4   工業意匠手数料

書式番号

(ID form) 手続き内容
手数料

(RM)

意匠登録出願 400 + (200 x 追加意匠数)

公報掲載料 50 x 掲載希望図面数

意匠登録延長（第二期） 600 + (300 x 追加意匠数)

2 意匠登録延長（第三期） 800 + (400 x 追加意匠数)

延長請求の期間延長料 100 x 経過月数 (最大 6カ月)

登録意匠回復請求 600

回復請求の期間延長料 50 x 経過月数 (最大 6カ月)

4 回復に対する異議申立 50

5 出願、権利の譲渡、移転 200

6 登録簿訂正、取消請求 100

7 裁判所への複写提出 無料

8 裁判命令の通知 100

9 意匠出願、登録の補正請求 100

10 代理人委任、変更 30

11 意匠代理人登録申請 1,000

12 意匠代理人登録延長申請 400

13 応答期限の延長申請 200 x 経過月数 (最大 3カ月)

書類の謄本、抄本請求 5 x 頁数

書類の謄本、抄本請求認証付 10 x 頁数

1

3

14
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2.2.2.2 審査 

(1) 審査手続きにかかる規定 

出願が受理 (出願日付与) され、かつ取り下げられていない限り、すべての出願が審査に付

される。工業意匠法の法文上、審査は方式的要件についてだけ要求される規定となっている 

(工業意匠法第 21 条)。方式的要件不備の場合、出願人には意見書 (Observation)、補正書 

(Amendment) 提出の機会が与えられるが、なお不備が解消されないときは、出願は拒絶 

(Refuse) される。拒絶に対して、出願人にはヒアリングの機会が与えられる。更に拒絶不服

のときは、出願人は高等法院へ控訴することができる。 

 

1) 方式審査の内容 

方式審査において審査対象とされる具体的な要件は、施行規則第 19 条において特定され

ており、以下の a )～l) の 12項目である。 

 

a) 規定の料金 (規則第 3条) 

出願料金は出願受理に必須であるが、それ以外の追加料金については追納が可能であり、

方式審査段階で完備することが求められる。各手続きに必要な料金は施行規則の付属書 1 

(First Schedule) に規定される。 

 

b) 規則指定の様式を使用していること (規則第 4条) 

施行規則において、各種手続きのための様式 1～14 を規定しており、指定の様式の使用

が方式要件となっている。 

 

c) 願書 - 出願人の署名、出願人と創作者との関係 (規則第 5条) 

施行規則指定の様式 1 による願書に、出願人または代理人の署名が必要であり、出願人

が創作者と相違する場合は創作者を特定したうえで、出願人が当該出願をする権限につい

ての説明を含める。また、複数出願の場合、意匠の数を願書に記載する。 

 

d) 出願書類のマレイ語または英語への翻訳 (規則第 6条) 

出願書類の使用言語は国語 (マレイ語) または英語でなければならず、それ以外の言語

のときは、認証翻訳の提出が必要である。 

 

e) 分類の付与(規則第 7条) 

工業意匠の国際分類 (ロカルノ分類 Class-Subclass) を願書に記載する必要がある。 
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f) 個人名、会社名、および住所の表記と出願人国籍 (規則第 8条) 

個人や会社の名称は正式のフルネームを使用すること、住所表記については通常の郵送

に支障ない程度に正確に、電話、Fax 番号等も併記すること、出願人国籍や法人の場合の

登記国名も明記することなどが要求される。 

 

g) 共同出願の場合の共通の代表者 (規則第 9条) 

共同出願では、出願人の一人を共通の手続き代表者として特定しなければならないが明

示指定ないときは、筆頭出願人が代表者と見なされる。 

 

h) 出願書類、描写（図、写真、見本）のサイズ、紙質、数 (規則第 10条) 

出願書類等のサイズ、紙質等には以下の制限がある。 

1.  書類のサイズと紙質 

A4 サイズ、片面、割れ・しわ・折り畳みがなく、写真・静電的プロセス・写真オフ

セット・マイクロフィルムによる複製が可能で、左側約 3cm のマージンを持たせるこ

と。 

2.  描写の数 

描写は 6通提出しなければならない。 

3.  見本の大きさ 

描写として見本を提出する場合、20cm×20cm×20cm 以下の大きさとしなければなら

ない。 

4.  描写の差し替え 

描写として見本が提出された場合、図面、トレーシング、または写真の差し替え提出

が要求されることがある。 

5.  写真および図面のサイズ 

写真および図面は、12.5cm×9cmの大きさでなければならない。 

6.  語句、文字、数字の放棄声明書 (Disclaimer) 

意匠の描写中に語句、文字、数字が含まれる場合、それらへの権利主張を放棄する放

棄声明書が原則として要求される。 

 

i) 工業意匠への番号付け (規則第 11条) 

意匠ごとにひとつの番号を付与しなければならない。ひとつの意匠に対して異なる視角

の描写があるときは、意匠番号とはドットで分離した別の図番号を付す。複数出願での各
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意匠は、異なる意匠番号を付さねばならない。 

 

j) 新規性の陳述 (規則第 12条) 

工業意匠の新規な特徴についての陳述を、原則として描写の先頭シートに含める必要が

ある。新規性の陳述は、ディスクレーマ等とは独立して記載する。織物、壁紙、レース等

の模様や装飾についての意匠の場合、新規性の陳述を省略可能である。 

 

k) 新規性喪失の例外適用の申し立て (規則第 13条)  

公的な展示会での展示など、新規性喪失の例外適用を受けようとする場合、関連する事

実について、出願人が出願時に知っているときは、その説明書を願書に添付し、また後日

に知り得たときは遅滞なく書面で申し立てる必要がある。 

 

l) 優先権主張 (規則第 14条) 

条約締結国での最先出願に基づく優先権主張をする場合、出願時に以下を特定すること

が要求される。 

1.  最先出願の日 

2.  最先出願の番号 

3.  最先出願に付与された国際分類 (ロカルノ分類 Class、Subclass) 

4.  最先出願の国。最先出願が広域出願や国際出願の場合は出願した国 

5.  最先出願が広域出願や国際出願の場合、その受理官庁 

 

出願時点で最先出願の番号が未知の場合、出願から 3 カ月以内に補充可能。また国際分

類が出願時に未付与の場合は、その旨申し立て、付与があったとき遅滞なく通知すれば可。

その他 1.～5.で特定した事項も登録前なら随時補正できる。また優先権証明書は、要求が

あってから 3カ月以内の提出を要し、それら書面の使用言語がマレイ語、あるいは英語以

外のときは、要求があってから 6カ月以内に認証翻訳を提出する必要がある。 

 

2) 審査完了期限 

方式審査により指摘された不備を解消するため、出願人が補正を希望する場合は、施行規

則の付属書 2で指定する様式 9を使用し、登録官への補正請求を行う (規則第 30条)。 

出願人の責により、出願より 12 カ月以内に登録可能な状態に至らないときは、出願は取

り下げられたものと見なされ得る (規則第 19 条)。この期限は、施行規則の付属書 2 で指定

する様式 13による請求により、最大 3カ月の期間延長が可能である (規則第 43条)。 
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(2) IPD における運用と業務プロセス 

審査では、規則規定の方式要件審査と、その他の要件審査（後述）とを行う。 

審査に使う資料は、各出願から描写を一部ずつ抜き出してロカルノ分類別に収録した分類

別図面ファイルを用いてなされる。必要に応じてこの類別ファイルを書架から取り出して自

席で手めくりによるサーチを行う。 

チェックリストに則り審査を行い、規則規定に定めた書類の不備、料金不足があれば問合

状（補正通知）または方式拒絶理由通知書、その他の要件審査上の拒絶に該当する理由があ

れば拒絶理由通知書を起案して出願人または代理人宛に送達する。複雑なケースを除き通常

の場合は、方式要件審査は 5 分程度、問合状作成は 20 分程度で処理される。その他の要件審

査には平均 20 分程度を要している。新規出願の 80%が何らかの形で、問合状や拒絶理由の対

象に該当するため、作業量は少なくない。原因は制度発足後間もないことによる代理人の不

慣れもあり、デザイン不鮮明、申請書類の不備、料金不足などが多い。 

また、代理人の委任状（ID Form 10）の欠落は受け付け時点でチェックされないため 2週間

以内に補充すれば足りるが、これの補充欠落などで、問合状が発送されるケースもある。 

 

(2)-1 方式審査業務 - 規則規定の方式要件の審査 

1) 方式審査項目 

方式審査で確認すべき項目は、施行規則第 19 条により明示的に指定されており、前記

（2.2.2.2 の (1) ）したとおりである。これら規則規定の方式的要件の確認のため、ID Unit

では添付のチェックリスト[Annex-3 (前掲) ] を出願ファイルごとに収容し、使用している。

このチェックリスト中の前半の項目は、施行規則が明示的に定める方式的要件に関するが、

後半の項目はその他の実体的要件（後述）に関わるものである。 

 

2) 描写(図面)の扱い 

工業意匠の描写 (図面) に関して、施行規則に定める要件の他は、運用基準上厳格な扱い

はなされていない。任意の視角の描写図面を容認しており、6 面図など特定な図面要求はし

ていない。 

また、描写図面 (View) ごとに公報掲載料 (RM 50/ View) が必要であるが、掲載対象の図

は、出願人に意匠ごとに最低 1葉選択することを認めている。出願時にこの公報掲載料が支

払われていない場合、審査の最終段階で公報掲載料追完が求められるが、出願人はその応答

の際、公報掲載図を選択指定して、その分の掲載料のみを納付してよい。 
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3) 方式的要件不備の場合の処置 

上記の方式的要件に不備があったときは、訂正を求める通知（補正通知）が出願人に送付

される。通知は問い合わせ (Query) の形を取り、すべてマレイ語が使用される。 

 

4) 出願人の応答とその処理 

出願人の応答は書面でのみ受け付け、面接審査は許可していない。応答期限は原則として

通知の日から 3カ月であるが、Queryの内容によっては最短で 2週間程度の短い期限が指定

されることもある。応答期間は 3カ月までの延長を許可する。 

 

意見書、補正書等の提出を待って再度審査を行う。代理人からの応答は通常 1 週間から 1

カ月で提出されるケースが多く、現時点では 100%応答がある。応答内容の検討は受領後 1

週間程度で行われ、最大 2週間で結論が出される。 

 

応答によっても不備が解消されないときは、出願は拒絶される。出願拒絶の場合、拒絶決

定の前に出願人にヒアリングの機会が与えられることが施行規則上規定されるが、実際の運

用上このヒアリングは書面による申し立てしか許可しない。 

 

5) その他 

意匠描写としての見本に関しては、施行規則上、図面等への差し替えを要求することがあ

る旨規定しているが、実際は、出願当初の時点では、まず図面、写真等の提出を要求してい

る。当初の図面、写真等では詳細が不明なときのみ、見本の提出を求める運用としている。 

 

(2)-2 方式審査業務 - その他の要件の審査 

工業意匠法および施行規則上、IPD において工業意匠出願の実体的要件を審査することを要

求する法文根拠は存在しない。従って法文上、新規性を含め、実体的な登録要件違反問題に

ついては、当事者が高等法院で争うしかない、無実体審査制度の外観を呈している。しかし、

実際には、施行規則に定める方式要件とは別に、登録要件に関わる一定の実体的要件につい

て審査を実施している。審査項目は先願の範囲での新規性や意匠定義への合致 (適格性) など

であり、他国の意匠制度と比較して見れば、実体審査というのに十分ふさわしい内容である。

しかし、IPD の公式的な立場としては、これらの審査も方式審査の一部という解釈を取って

いる。以下では方式的要件とは別の実体的な登録要件に関する審査を「その他の要件の審

査」と称することにする。 
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1) 審査対象とするその他の要件 

現在の運用で審査対象としているその他の要件は、チェックリスト [Annex-3 (前掲) ] の

後半に列挙されているが、次のとおりである。 

a)  工業意匠適格 (定義)、特に当該工業意匠が、 

1.  構築の原理または方法に該当すること (Objection S3 (1) (a)) 

2.  単に機能により定まる (Must fit) 意匠であること (Objection S3 (1) (a) (i)) 

3.  他の物品の外観に依存した (Must match) 意匠あること、すなわち部分意匠である

こと (Objection S3 (1) (a) (i)) 

b) 新規性、ただしマレイシア国での先の意匠登録出願のみをチェック (Objection S2) 

c)  公序良俗違反 (Objection S13) 

d) 連合意匠適格 (S23) 

e)  その他、方式審査対象ではないが施行規則が要求する事項。特に、繰り返し模様のサ

イズ制限 (規則第 15 条)、国王の肖像や国旗、紋章等の複製を含む意匠についての出願

でのその複製等の所有者の同意 (規則第 16 条)、連合意匠での本意匠登録番号の特定 

(規則第 17条) 等が該当する。 

 

2) その他の要件の審査の時期 

方式要件の審査を先に完了した後、出願日から 6カ月経過するのを待ってその他の要件の

審査に着手する。これは、審査の主要項目である新規性審査が、先後願の範囲での類似意匠

出願の存在を確認することを焦点としているためであり、結果的に先願の地位を有するパリ

条約優先権主張をともなう意匠登録出願が出揃うのを待つ必要があるためである。 

 

3) その他の要件不備の場合の処置 

意匠登録出願にその他の要件の不備がある場合、不備を指摘した Objection が作成され出

願人に送付される。通知書はマレイ語で作成され、応答期間として通常 2カ月が指定される。 

 

4) 出願人の応答とその処理 

Objection に対する出願人の応答は、方式要件の審査の場合と同様の扱いとなる。応答が

不十分な場合、再度の Objection 通知があり得る。その場合、内容により、応答期間は 2 週

間から 3カ月の間で適宜指定される。 

描写に対する補正により、一部の削除された意匠図面が別意匠を構成する場合、出願人は

その意匠について分割出願をすることができる。この分割出願のオプションは判例法に基づ

くものであり、出願人の任意的な分割出願は容認されない。例えば、複数出願のなかの一部
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意匠を、出願人の恣意により分割出願することは IPDは許容していない。 

Objection にともない、登録証や公報掲載の都合上、描写の修正を要する場合がある。例

えば複数出願での一部意匠が拒絶され削除されるとき、削除すべき図が他の意匠の図 

(View) と一葉の紙面に混在しているような場合である。このような修正図面の作成はすべ

て出願人による補正によりなされるべきものである。ただし、公報発行のための編集目的の

ような、IPD 側の都合のみによる修正に対しては、補正料金 (RM100) を要求しないことと

している。 

 

5) その他の要件に関する審査の実情 

詳細な統計データが全く整備されていないため、その他の要件の審査の実情を数量的に正

確に把握することは困難である。 

先願意匠による新規性の欠如による拒絶は、制度運用開始からの年限が浅く、先願意匠情

報の蓄積自体が僅かであるため、現在のところ少数のようである。一般の公知意匠情報をサ

ーチすることは、ID Unit としては現在実施しておらず、将来も実施する意図は現在のとこ

ろない。しかし、周知意匠についての出願が現に存在するため、その取り扱いを問題として

いる。 

一方、外国出願人の出願等において、工業意匠制度の相違から派生する実体的要件問題が

かなり発生しているようである。その典型は、部分意匠の問題である。明確な部分意匠出願

は拒絶の対象である。ただし、明らかに部分意匠出願を意図した、破線描画を含む図面の意

匠出願であっても、実線部分が独立部品と理解可能な場合は、許可するものとしている。 

また、日本のように、関連 (連合) 意匠出願に対し本意匠出願と同日出願を要求する国か

ら、優先権主張をともなう連合意匠出願がなされた場合、マレイシア国では連合意匠出願は

本意匠の登録が要件であるためそのままでは出願できず、マレイシア国代理人が複数意匠出

願に変更して出願している例がある。マレイシア国工業意匠法では、同日出願にかかる同一

/類似意匠の取り扱いに関する規定がなく、このような場合は通常の複数意匠出願と同一扱

いで許可登録している。 

審査基準の理解には、英国登録意匠の保護を適用していた旧制度との関係、またマレイシ

ア国工業意匠法が 1949 英国意匠法の骨組みを色濃く残している点や、英国判例法の影響が

今なお強く存在する点に留意する必要がある。 

 

6) 審査期間 

施行規則第 19条によれば、出願人の責により、出願の日から 12カ月以内に登録要件が完

備されない場合、出願は取り下げられたものと見なされ得るが、この出願の日としては、優
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先権主張日を適用せず、IPD での出願受理日を適用している。また、施行規則第 43 条の期

間延長 (最長 3 カ月間) を認めているため、実質的には 15 カ月の審査期間を許容している。 

出願人が誠意対応している限り、上記の審査期限を渡過しても、ID Unit としては直ちに

出願を取り下げと見なす処分にはしていない。 

 

7) 審査終了 

添付チェックリスト [Annex-3 (前掲) ] ですべての審査対象項目が満たされていることを

確認し、空欄を記入した後、担当審査官および上席審査官（副登録官）が署名することで、

「実体審査レポート」を完成する。これに基づき、登録官に登録を推薦する IPD 内部文書

である登録査定書 (Minit Ceraian) が作成される。登録査定書には、登録原簿への記載およ

び登録証発行に必要な書誌的事項を担当審査官が記入しイニシャル署名し、副登録官 

(Deputy Registrar)、および登録官が確認の日付記入と署名をし、もって審査を完了する。 

 

審査の結果拒絶すべきものについては最終拒絶理由書 [Annex-5] が作成され、上席審査

官の承認を得て代理人などに送付される。 

新規の意匠登録審査業務での書類の流れは図 IV-2.2-5 に示すとおりである。それぞれの書

類により、審査官が起案してクラークに直接転送されるものと、上席審査官および登録官の

チェックと承認（サイン）を得てクラークに転送されるものがあり、いずれもクラークが郵

送の準備を行い、登録簿などへの記載を済ませた後に郵送される。 

 

拒絶決定に対して、出願人は高等法院への控訴が可能であるが、現在まで控訴されたケー

スは発生していない。 

 

2.2.2.3 登録 

(1) 登録と公報掲載手続きにかかる規定 

1) 登録原簿への登録 

工業意匠登録出願は方式的要件が満たされれば、登録料の支払いに応じて、登録原簿

(Register) に所定の書誌的事項が記録されて、登録がなされる。登録原簿は、そのすべての

記録事項に関して一応の証拠 (prima facie evidence) を構成し (工業意匠法第 9 条)、譲渡、

移転等に関しても登録原簿への登録が第三者対抗要件になる (工業意匠法第 31 条) と位置

づけられる。登録原簿に記録すべき所定の書誌的事項は以下の各項目である。 

a)  登録番号 

b) 登録日 
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c)  優先権主張日 

d) 出願日 

e)  認証書 (Certificate) の発行日 

f)  工業意匠登録対象の物品名 

g) 工業意匠登録または出願の譲渡、移転等 (原簿登録申請が許可された場合) 

h) 登録工業意匠の満了、放棄、あるいは無効化の日 

i)  代理人による手続きの場合その名前と住所 

j)  優先権主張をともなう場合、最先出願の国 

なお、以上の各項目中、登録日は、出願日または優先権主張があるときは当該優先権主張

日と同一日とされる。 

 

2) 登録証の発行 

登録と同時に、登録証 (Certificate of registration) が発行され、登録意匠の描写写が添付さ

れて出願人に送付される。登録証はその記載事項と登録の有効性について一応の証拠 

(Prima facie evidence) を構成する (工業意匠法第 22 条)。登録証の書式は、施行規則に添付

の付属書 3 (Third Schedule) として規定されており、以下の書誌的事項を列挙し、更に登録

権者とその住所を記載したうえで、登録官の署名および印章により認証されるものである。 

a)  登録番号 

b) 登録日 

c)  優先権主張日 

d) 出願日 

e)  認証書 (Certificate) の発行日 

f)  工業意匠登録対象の物品名 

なお、複数意匠出願の場合は、共通の登録証 1 通が発行されると施行規則は規定する (規

則 20条)。 

 

(2) IPD における運用と業務プロセス 

一定方式を充足し、その他の要件の審査が完了した案件について、登録査定 [Annex-6] が

登録官代理および登録官の署名により出され、これに基づき登録証の発行と登録原簿への登

録が行われる。 

 

1) 登録証の発行 

登録査定を受けて、登録証 (Certificate of Registration [Annex-7] ) の交付作業が行われる。
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登録証は、登録査定書を参照して、マレイ語で書誌事項をタイプインして作成され、描写 1

通が添付され、リボンおよび印章 (Seal) が付され、登録官の署名により完成される。発行

された登録証は遅滞なく出願人に送達される。 

記載事項は先に述べたとおりである。 

登録番号には出願番号をそのまま使用し、先頭に MY を付すことで登録番号としている

（MY XX (暦年下 2桁) － XXXXX (シリアル番号) ）。登録日は出願日または優先権主張

日の早い方とされる。優先権主張日が容認されれば、その日が出願日とされるので、これら

の日にちは重複する場合があり、そのような場合は登録証の日にち記載が一部省略されるこ

ともある。 

複数意匠出願の場合、施行規則第 20 条によれば、共通登録証が 1 通交付されるものと規

定される。しかし、現在の IPD での実際の運用では、各意匠ごとに登録証を別々に発行し

ている。複数意匠出願による各意匠権は、出願手続きの便宜を除けば、独立の意匠権と全く

同等というのが IPD の見解であり、従って登録証も個別に発行しているものである。ただ

し、登録番号は共通のMY XX － XXXXXを使用し、意匠番号で区別している。 

例えば 3件のマルチで 2002年の一番の場合の一件目であれば、「MY 02-00001 (1 of 3)」

の形で表現される。マルチの場合に譲渡などの形で出願人、権利者や代理人が、各出願や権

利ごとに変更になることもあり得るため、システム構築の上では、各デザインごとに別件

（例えば、先の例では「MY 02-00001-01」）として扱えるよう考慮することが必要になる。 

登録証の交付は、登録査定後 4～8週間内になされている。 

 

2) 登録原簿への登録 

登録原簿 (Register) は帳簿形式で保管されており、意匠出願の登録は、この登録原簿に登

録証発行日を記入することでなされる。新規意匠出願登録の記録のための登録原簿は、他の

登録期間延長、譲渡などの登録簿記録を必要とする事項の原簿とは別冊形式となっている点

に注意を要する。 

登録原簿への書誌的事項の記載は、出願受理後に遅滞なく開始される。従って、登録原簿

は出願受付簿としての性格を有しており、出願日順に、出願番号を順次割り当てられて書誌

的事項が記入されたものである。この登録原簿に、登録証の発行日が追加記入され登録を完

了する。 

登録原簿への記載事項は次の各項目であり、すべてマレイ語で記載される。 

a)  受理日 

b) 出願番号 --- XX (暦年下 2桁) － XXXXX (シリアル番号) 

c)  分類 
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d) 出願人と住所 

e)  送付宛先 --- 代理人名 

f)  内国人 (L)、外国人 (F) 別と、州名または国名 

g) 公報掲載日 

h) 登録証発行日 

i)  備考 

各登録意匠には、出願 1 件につき A4 版見開き 2 ページにまたがる 5～6 行のスペースが

割り当てられ、権利の登記事項全部が一覧できる形態にはなっていない。マレイシア国法制

度では、登録証、登録原簿、原本ファイル書類、いずれもが同等の重みを有しており、登録

原簿至上の位置づけにはなっていない。 

 

2.2.2.4 公報 

(1) 公報掲載にかかる規定 

登録後遅滞なく、登録の事実、登録権者の氏名および住所、その他指定の描写など登録官

が適当と定める事項が公報に掲載される (工業意匠法第 22 条)。公報には、更に施行規則第

22 条の規定により、登録簿記載の書誌的事項が記載され、登録意匠の譲渡、移転等があった

ときは、その原所有者と新所有者、所有権変更内容なども掲載される (規則第 22条)。 

 

(2) IPD における運用と業務プロセス 

登録後、公報の準備作業が進められ、登録意匠は順次公報に掲載される。公報には英語が

使用される。公報掲載事項は、所定の書誌事項と描写図面 (出願人が一部を選択した場合はそ

の選択図面) である。複数意匠出願登録の場合、共通の登録番号で意匠ごとに公報掲載がなさ

れ、それらは意匠描写と意匠番号により区別される。 

 

書誌事項としては、出願番号、登録日（出願日または優先権主張日）、登録認証日、物品

名、権利者、権利者の住所、マレイシアにおける送達先が記載される。掲載される図面につ

いては、一図当たり RM50 の掲載料を支払う必要がある。公報への掲載は出願番号順となっ

ている。Annex-8 に新規登録公報を、Annex-9 に期間延長（更新登録）公報の例を示している｡ 

新規登録意匠掲載の公報は、現在のところ 1 回 / 月の頻度で発行されており、発行準備の

整った登録意匠をまとめて番号順に収録した形態をとる。登録番号は出願番号 (XX [歴年下 2

桁] － XXXXX [受理順シリアル番号] ) の先頭に MY を付した形態をとる。審査登録時期の

相違などのために、飛び番号を生じて収録されることに留意を要する。 
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なお、現状では公報の発行頻度は 1回/月であるが、ID Unitではこれを 1回/2週間に増加す

ることを希望している。 

 

現在のところ、以上の公報発行業務までを ID Unit の Formality サブユニットが担当し、以

降の諸手続き処理業務を Post Registration サブユニットが担当している。公報発行は ID Unit

の本来の組織役割分担上は、Post Registration サブユニットで担当するよう想定されているが、

実際にはスタッフ不足のため、上記の分担としているようである。 

 

公報発行に必要なデータは、IPDのサポーティングスタッフが用意し、公報印刷用の版下を

作成、印刷は政府印刷局が行っている。 

 

2.2.2.5 延長出願（更新登録） 

(1) 登録延長手続きにかかる規定 

工業意匠登録存続期間は、出願日または優先権主張日を起算日として 5 年間であり、申請

により 5年間各 2回の延長が可能である (工業意匠法第 25条)。登録延長の申請は登録存続期

間の満了 6 カ月前から可能であり、施行規則の付属書 2 で指定する様式 2 を使用し、所定の

登録延長料金を納付して行う。登録存続期間満了後でも、6 カ月以内であれば、追加料金納付

により、登録延長申請が可能である。延長が許可された場合、施行規則で指定する付属書 4 

(Fourth Schedule) の延長認証書が交付される。延長認証書には、以下の事項が列挙記載され、

認証日付の記入と認証代行官署名がされ、印章押圧される。 

a)  登録番号 

b) 登録権者 

c)  延長申請日 

d) 延長期間の満了日 

登録延長は、工業意匠法施行日 (1999 年 9 月 1 日) 現在有効な英国工業意匠登録に対して

も適用され得る (工業意匠法第 50 条)。英国登録意匠の延長手続きの詳細に関しては、法およ

び規則に特段の定めはない。英国登録意匠の延長については、描写の取得、それらの公報掲

載が事実上必要であり、その実務上の扱い詳細については後述する。 

なお、複数意匠出願登録の場合、登録延長は、意匠ごとに申請することができる。 

 

(2) IPD における運用と業務プロセス 

延長出願は、存続期間延長願（ID Form 2）により行い、図 IV-2.2-6のようになっている。 
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工業意匠登録後の存続期間延長、失効、失効回復、その他の手続きは登録後処理サブユニ

ット (Post Registration) が扱っている。 

 

1) 登録期間延長申請の扱い 

現状では施行以来 3年しか経過しておらず、新規出願から 5年間の満了日をすでに迎えて

いる登録意匠は存在しないので、その運用基準は今後定めて行くべきものである。 

他方、工業意匠法施行日に係属中の英国工業意匠登録出願に関する経過規定（施行日以降

1 年以内 (2000 年 8 月 31 日まで) にマレイシア国工業意匠登録出願をできるとする経過規

定）に関連して、このような経過的出願が約 50 件出願されている。これら経過的出願は現

在までに、1 件を除き審査を完了しているが、登録延長申請に至ったものはまだない。従っ

て、現在のところ、登録期間延長の申請が現実にあったのは、工業意匠法施行日 (1999 年 9

月 1日) 現在有効であった英国登録意匠について、旧制度からの経過措置 (工業意匠法第 50

条) により、延長を申請する場合のみである。その扱いは、マレイシア国意匠登録の延長に

対するのとは異なる変則的なものであり、詳細は後述する。 

マレイシア国意匠登録に対して延長申請を許可した場合は、認証書を交付後、その交付日

を登録原簿に記載するとともに、それら書誌事項のみを遅滞なく公報に掲載することを予定

している。ただし描写 (図面) については、新規意匠登録時とは異なり、改めて公報へ掲載

はしない予定である。 

 

2) 英国登録意匠の期間延長の扱い 

現在、IPD としては、工業意匠法第 50 条の解釈として、「廃止した旧法で与えられてい

る最大の有効期間」とは、上記施行日をまたぐ 5年間の存続期間のみを意味するとの立場を

取っており、英国意匠法が許容する各 5年の最大 4回の延長をそのまま容認するという解釈

は取っていない。従って、英国登録意匠についても、新法出願による最大 2 回計 10 年の延

長のみが許容され、最長で登録日 (出願日) から 15 年を存続期間とする運用を行っている。 

 

3) 英国登録意匠の期間延長申請の審査 

英国登録意匠の延長申請に対しては、マレイシア国での意匠登録が過去に存在していない

ため、運用上、英国意匠登録の認証書提出を要求している。すなわち、延長請求をする場合、

英国での登録証のコピー (Certified Copy) を添付し、指定の料金（料金は 2 回目、3 回目で

異なる。マルチの場合は追加料金）を納付する。 

特に意匠の描写については新規出願と同様に複写 6通の提出を要する。申請に対して、新

規意匠登録出願に準じて、方式的要件に加えて、実体的登録要件に関わるその他の要件の審
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査も実施している。制度的に類似する英国登録意匠に基づく申請であるため、実体的登録要

件に関する不備がある例はほとんどないようである。 

申請は、現英国登録意匠の満了の 6カ月前から可能であり、この 6カ月の間に主に方式的

な要件が整うのを確認するのが、事実上の主要な処理業務となっている。この確認作業のた

め、ID Unitでは添付 [Annex-10] のようなチェックリストを使用している。これら要件確認

後、延長申請から相当期間を経過している場合は、その間に英国登録意匠の認証書に記載さ

れた事項について変更 (特に住所変更等) がある場合の確認のため、延長許可直前に英国特

許庁Web siteで当該登録意匠の書誌事項を参照し、確認する作業を行っている。 
 

4) 英国登録意匠の延長認証書の発行 

英国登録意匠の延長申請に対し、許可可能であることが確認されれば、遅滞なく (原登録

期間の満了時期を待つことなく) 延長認証書が発行される。この延長認証書は、施行規則の

付属書 4 (Schedule 4) の様式のとおりで、登録番号、登録権者、延長申請日、および延長期

間満了日を掲載し、登録官代行者が承認の日付を記入し署名をしたものである。 
 

5) 英国登録意匠延長の原簿 

新規登録原簿とは別冊の延長専用の原簿を IPD は保管し、英国登録意匠延長はこの延長

原簿に認証書の発行日を記録することで登録している。延長原簿はすべてマレイ語で記載さ

れる。この延長原簿も延長申請があったときに、申請日順に延長申請番号を付与しており、

その番号は UK (E) XX (歴年下 2桁)／XXXX (シリアル番号) の形態としている。延長原簿

に記載する事項は、登録原簿に準じ以下の各項目である。 

a)  受理日 

b) 延長番号 UK (E) XX (歴年下 2桁)／XXXX (シリアル番号) 

c)  分類 

d) 出願人と住所 

e)  送付宛先 --- 代理人名 

f)  内国人 (L)、外国人 (F) 別と、州名または国名 

g) 公報掲載日 

h) 登録証発行日 

i)  備考 
 

6) 英国登録意匠延長の公報掲載 

延長登録は、公報 [Annex-9 (前掲) ] に掲載される。公報には通常の新規登録と同様なフ

ォーマットで書誌事項および図面が掲載される。書誌事項は、登録番号（UK (E) 99/9999）、
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英国の登録番号、登録日、権利者および住所、延長の回数、権利満了日、物品名、ロカルノ

分類、送達先が記載される。英語が使用され、新規登録意匠掲載公報と同一の公報で、新規

登録意匠の後に収録される。 

延長出願は月平均 65件であるが、補正対応などを含めると関連する仕事の処理量は、5～

8 件／日であり、これを一人の審査官が処理している。延長登録の業務における書類の流れ

は、図 IV-2.2-7に示す。 

 

2.2.2.6 失効と登録回復 

(1) 失効と登録回復手続きにかかる規定 

登録延長申請がないとき、または登録延長料金納付がないとき、登録は失効する。登録失

効は、公報に掲載される (工業意匠法第 25条)。 

 

登録失効が過誤により生じたときは、公報に失効が掲載されてから 1 年以内に、原権利所

有者は、事実関係を説明し、所定の料金を納付して、登録の回復を求める申請を行うことが

でき、登録官がこれを許可することを意図したときは、公報に予告公告を掲載する。予告公

告に対して、利害関係人は 3 カ月以内に異議申し立てできる。異議申し立てがなかったとき、

もしくは異議申し立て審理後もなお回復を許可すべき場合、登録官は登録回復の決定をし、

その回復について公報に掲載する (工業意匠法第 26条)。 

登録回復の申請は、施行規則の付属書 2 で指定する様式 3 を使用し、所定料金を納付して

行う。登録官が登録回復を決定する場合、回復申請人に対し、様式 2 による登録延長の申請

と延長料金および所定の追加料金納付を促す通知を行う。回復申請を拒絶すべき場合、登録

官は申請人に書面による意見申し立ての機会を与えた後に、拒絶または許可の決定をする (規

則第 24条)。決定に不服の場合、申請人は高等法院へ控訴することができる。 

 

(2) IPD による運用と業務プロセス 

1) 失効関連業務 

登録失効の回復請求（ID Form3）、回復請求に対する異議申し立て（ID Form4）、高等法

院への提訴状の提出（ID Form7）、登録原簿の訂正命令（ID Form8）案件の処理は図 IV-

2.2-8 に示すようにサポーティングスタッフ（クラーク）が事務上の証明書類などのチェッ

クを行い、上席審査官が確認とサインをすることになっている。所要期間は 2週間程度と想

定されている。 
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しかし、実際には、マレイシア国登録意匠の失効はまだ発生しておらず、工業意匠法 (第

25 条 (4) 項) で要求されている失効事実の公報掲載をどのように実施するか、その運用基

準は今後定めて行くべきものである。ただし、工業意匠法 (第 25 条 (3) 項) で、登録意匠

の存続期間満了後、6 カ月を限度として、追徴金 (1 カ月につき RM100) を支払えば延長が

可能であるため、存続期間満了後更に 6カ月が経過するのを待って、失効事実の公報掲載を

行うことになる。 

ID Unit としては、公報掲載とは別に、失効前に出願人に満了日の予告通知サービスをす

ることを想定しているが、実施するか否か未定である。 

英国登録意匠に関しては、現実に登録失効をモニターする手段がなく、IPD による失効の

公報掲載は行っていない。もっとも、英国登録意匠の失効が、マレイシア工業意匠法が公報

掲載を要求するマレイシア工業意匠登録の失効に該当するか否かは疑問がある。失効の回復

は、公報掲載から 1年以内に可能とする法文規定があるのに対し、公報掲載されない英国登

録意匠の失効について、意匠権者から回復請求のあった場合、その取り扱いをどうするかの

運用基準は未確立である。 

 

2) 失効回復予告公告、異議申し立て、回復決定手続き 

失効回復請求は現在まで実績がなく、運用基準はいまだ定めていない。なお、回復が容認

された後は、1 カ月以内に存続期間延長の申請を改めて行う必要があることに注意を要する。 

 

2.2.2.7 代理人登録 

(1) 代理人登録と登録延長にかかる規定 

1) 代理人登録 

登録官は工業意匠代理人登録原簿を保管し、代理人登録の申請に対して、施行規則第 33

条に定める資格要件に合致する場合、登録原簿へ記載して代理人登録を行う。代理人登録の

申請は施行規則の付属書 2 で指定する様式 11 を使用し、所定料金を納付して行い、許可登

録された場合、登録年の 12月 31日まで有効である。 

 

2) 代理人登録の延長 

代理人登録の延長を希望する場合、各年 12月 1日から翌年の 1月 31日までに、施行規則

の付属書 2 で指定する様式 12 を使用し所定の登録延長料金を納付して、延長申請をしなけ

ればならない。その期限を超えたときは、新規の代理人登録申請をする必要がある。 
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(2) IPD における運用と業務プロセス 

1) 代理人登録申請の取り扱い 

新規代理人登録および延長登録は、図 IV-2.2-9 のようになっている。新規の代理人登録は

代理人登録願（ID Form 11）をもって行う。料金納付は小切手、現金、または郵便為替で所

定料金を支払う。 

 

代理人登録申請についても、受付簿兼登録原簿 [Annex-11] を独立の帳簿形式で作成保管

しており、その記録事項は以下のとおりである。 

a)  受付日 

b) 参照番号 

c)  代理人名 

d) 住所 

e)  申請書日付 

f)  代理人登録番号 

g) 認証日 

h) 備考 

代理人登録番号は、EPR/XX (歴年下 2桁)／XXXX (シリアル番号) の形態で、申請順に付

与され、後述の延長の有無、中断にも関わらず、同一代理人には同一番号が付与される。代

理人登録原簿はすべてマレイ語により記載される。 

申請は施行規則の様式 11 により行われ、各種の資格証明のため、申請者の宣誓供述書

(Declaration) や資格証明の認証書などが提出されるが、それらは書式のチェックと納付料金

の確認の後、代理人ごとの個別ファイルに保管される。代理人登録原簿には延長の記載はさ

れない。 

 

2) 代理人登録認証書の交付 

代理人登録が許可されると、登録認証書 [Annex-12] が申請者に交付される。認証書は、

a) 代理人名、b) 住所、c) 代理人登録番号、d) 代理人登録日とその満了日、認証書発行日

が掲載され、登録官署名と印章により認証される。この認証書もマレイ語が使用される。 

 

3) 代理人登録の延長 

代理人登録は、登録年の 12 月 31 日まで有効であり、満了の 1 カ月前から翌年の 1 月 31

日までの間に延長の申請が可能である。延長申請は施行規則の付属書 2 で指定する様式 12

により行う。この申請については、規則第 43条による最大 3カ月までの期間延長を容認し 



図 IV-2.2-9   工業意匠業務（代理人登録、延長）
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ていない。 

代理人登録の延長申請書類は、原登録申請時に作成された個別ファイルに収録される。延

長が許可されると、登録時と同様の登録延長認証書が交付される。延長の認証が原登録期間

の満了後であっても、代理人登録の有効性は原期間満了日にさかのぼって有効であり、有効

性は継続することになる。 

現在のところ、代理人登録延長、ないし認証書の発行の事実は代理人登録原簿に追記され

ないので、最新の代理人登録有効性を確認するには、個別ファイルを参照することが必要に

なっている。ID Unit の日常の審査業務では、便宜上、延長許可された代理人のリストを作

成し、通常は同リストを参照しているが、年度途中での代理人登録、または延長申請があり

得るので、最新の状況確認にはやはり個別ファイルの参照が必要である。現状では有効登録

代理人は約 120人と少数ではであるが、煩雑な業務となっている。 

延長申請期間の満了 (翌年 1 月 31 日) の後に代理人登録申請を行う場合は、新規登録の

場合と同様に、様式 11 を使用する必要があるが、申請書類は原登録申請時に作成した個別

ファイルに引続き収録される。また、登録が許可される場合に付与される代理人登録番号は

旧登録番号である。従って、満了後の再申請による登録と延長とは、申請書類様式は異なる

点以外に、延長より割り増しの新規登録料金を要し、登録有効期間が一旦中断する点で相違

がある。 

 

代理人登録では、書式のチェックはサポーティングスタッフが行い、上席審査官によって

確認審査され、登録官のチェック承認がなされる。 

代理人登録および代理人登録の延長業務における書類の流れは、図 IV-2.2-10 に示してい

る。 

 

2.2.2.8 登録事項の補正、譲渡または移転、訂正、取り消し、氏名、住所変更 

(1) 登録後の諸手続きにかかる規定 

1) 登録意匠または登録事項の補正 

登録意匠または登録事項について誤記や明白な誤りがあり、登録意匠権所有者が補正を希

望する場合、請求により補正が可能である。補正を許可する場合、登録官は必要により、原

登録証の提出を命じ、それを取り消したうえで、補正を導入した新たな登録証を交付する 

(工業意匠法第 40条)。 

この補正の請求の申請は、施行規則の付属書 2で指定する様式 9により行う。補正内容が、

公報掲載事項に関する場合は、公報に掲載される。 
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2) 譲渡、または移転 

登録意匠について譲渡、移転、その他の処分は書面にて行わねばならず (工業意匠法第 30

条)、その認証複写とともに施行規則の付属書 2 で指定する様式 5 により申請し、所定料金

を納付しなければならない。登録官は、請求が適正なときは、その内容を登録原簿へ登録す

る(規則第 25 条)。譲渡、移転等の処分があったとき、その事実は公報掲載の対象であり、

登録番号、原所有者と新所有者、所有権の変更内容が掲載される (規則第 22条)。 

 

3) 登録事項の訂正請求 

登録原簿への登録事項に過誤、遺漏があったとき、利害関係人は、その訂正 

(Rectification) を登録官または高等法院に対して請求できる (工業意匠法第 24条)。登録官に

対する訂正の請求は施行規則の付属書 2で指定する様式 6を使用し、所定の料金を納付して

行わなければならない。登録意匠の所有者以外の者が訂正請求したときは、その者の利害関

係と申し立てに関わる事実関係につき説明を求め、登録意匠所有者に通知して書面による反

論の機会を与えたうえで、決定を行う (規則第 27条)。 

 

4) 登録取消請求 

登録取消 (Revocation) 請求は、高等法院に対して行うことができる。この請求は、登録

意匠所有者自身によるときは、高等法院以外に、登録官に対して請求申請することができる 

(工業意匠法第 27条)。その手続は訂正請求の場合に準ずる (規則第 27条)。 

 

5) 高等法院での訴訟に関連する手続き 

高等法院への提訴による登録取消 (Revocation) 請求 (工業意匠法第 24 条) や、登録取消

または強制実施権の設定請求 (工業意匠法第 27 条) があったときは、施行規則の付属書 2

で指定する様式 7により、提訴状の写を IPDに提出しなければならない (規則第 28条)。 

また、高等法院から登録原簿の訂正 (Rectification) 命令が出されたときは、申請者は施行

規則の付属書 2 で指定する様式 8 を使用し、所定料金納付とともに、訂正命令の写を IPD

に提出しなければならない。提出があったとき、登録官は必要により登録原簿の訂正を行う

(規則第 29条)。 

 

(2) IPD における運用と業務プロセス 

譲渡や移転手続き（ID Form5）、出願人・権利者の名称や住所（ID Form9）、代理人の名

称や住所（ID Form10）の変更などの形式的な内容は、サポーティングスタッフが立証書類な

どとの確認チェックを行い、変更受領記録、送付状を作成する。その後に、新規出願のケー
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スは Formality 審査官（図 IV-2.2-5 参照  (前掲 )）、延長および登録後のケースは Post 

registration 審査官（図 IV-2.2-7 参照 (前掲)）の承認サインを得て代理人などへの送達を行う

ことになる。 

 

しかし、現在のところこのような申請許可の実績はまだない。かかる申請が許可された場

合、その処分の内容について登録の認証書が交付され、その内容は原簿に記載されることに

なる。この原簿は譲渡、移転等の処分の登録専用の分冊形式で作成管理される予定であり、

また原簿登録事項は公報に掲載する予定である。 

 

また、訂正、登録意匠取り消し、強制ライセンスの請求に関しては、現在まで、実際に IPD

に対して請求がなされた事件や、高等法院で訴訟判決が確定して、IPD へ裁判所命令の執行

請求がなされた事件が発生していないため、その取り扱いについての業務運用基準は未定で

ある。 

なお、登録意匠についての裁判所における訴訟事件が現在数件係属中であり、それらの事

件については、すべての訴訟手続書面の写を ID Unitに回送させているが、全手続書面の写を

どのように取り扱うか、明確な方針は定めていない。 

 

2.2.2.9 手続き有効日と期間延長 

(1) 意匠法および施行規則による規定 

1) 手続き有効日 

IPD 受け付け窓口において、必要手続き書類が提出され、所定の料金が納付された日が手

続きの日となるが、書留郵送 (A.R. registered post) の場合、発送から通常の郵送所要日数の

後に届出、または送達があったものと見なされる (規則第 42条)。 

手続き期間最後の日が休祝日、あるいは第 1および第 3土曜日に該当したときは、翌営業

日が期間最後の日となる (規則第 41条)。 

 

2) 手続き期間延長 

手続き期間は、所定料金を納付して申請すれば、延長が可能である。工業意匠法第 43 条

は、指定の期間の満了前または後いずれでも、延長を許可するとしている。 

ただし、この期間延長は、パリ条約優先権主張をともなう出願についての最先出願日から

6 カ月の出願期限、および工業意匠法施行にともなう経過措置として施行日現在継続中の英

国出願に基づく工業意匠出願を可能とした 1年間の期限については、適用することができな

い。 
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期間延長の申請は、施行規則の付属書 2 で指定する様式 13 により行うが、3 カ月までの

延長を限度とする (規則第 43条)。 

 

(2) IPD における運用と業務プロセス 

登録になる前の、質問状や拒絶理由に対する応答（補正書、意見書など）は、ほとんど 3

カ月の期限となっているが、期間延長書類（ID Form13）により、1 カ月単位で最大 3 カ月

（一度に 2、3 カ月指定も可能）まで延長できる。なお、期間延長手続きは期限の到達前に行

わないと無効になる。 
 

2.2.2.10 原簿および出願ファイル閲覧、謄本および抄本の交付 

(1) 意匠法および施行規則による規定 

1) 原簿閲覧 

各種原簿は、IPD 開業時間中は公衆の閲覧に供される (工業意匠法第 8 条、規則第 44 条)。 
 

2) 原簿および書類の謄本、および抄本請求 

各種原簿および意匠登録出願関連のいかなる書類についても、請求により、謄本あるいは

抄本の交付が可能である。かかる謄本または抄本の請求は、施行規則の付属書 2で指定する

様式 14と、所定の料金納付により行う (工業意匠法第 8条および第 9条、規則第 45条)。 

パリ条約優先権主張のための優先権証明 (Certified Copy of Application) の請求もこの 様

式 14により行う。 
 

3) 出願ファイルの閲覧 

出願ファイル原本の閲覧は、利害関係人が書面による許可を得た場合にのみ可能である

(規則第 46条)。 
 

(2) IPD における運用と業務プロセス 

1) 謄本および抄本請求 

謄本または抄本の請求（ID Form14）は、サポーティングスタッフが担当し、認証を希望

したものについては、上席審査官のサインを受け、リボンとラベルが貼られ、圧印（シー

ル）がなされる。ひと月に 3件程度の依頼がある。 
 

2) 閲覧サービス 

先願・登録意匠の調査を行う場合は IPD の公衆閲覧室に出かけて行う。閲覧室には、ロ

カルノ分類別の図面のみを収容したファイル [Annex-13] と書誌事項が書かれたカード 

[Annex-4 (前掲) ] が保管されている。ロカルノ分類別のファイルには、出願番号順に全図面
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がファイリングされているが、出願人や出願日などの書誌事項の記載はない。従って、関係

案件の書誌事項は別途キャビネットに収納された出願番号順のカードを参照する形で確認す

る。閲覧料金は RM10／時間であり、コピーは RM5／枚で行う。一日平均で 5 から 6 件程

度の利用があり、一回の平均利用時間は 30分程度である。 

 

2.2.2.11 その他 

1) 料金とその納付取り扱い 

施行規則第 3条に従い、付属書 1 (First Schedule) に各種手続に必要な料金が規定されてお

り、その内容は図 IV-2.2-4 (前掲) のとおりである。料金は共通受付窓口で納付を受ける場

合がほとんどであり、現金、法人小切手、または郵便為替で受領付可能である。窓口では領

収書を即時発行し手交している。郵送納付の場合、法人小切手、または郵便為替で受領し、

送付元へ領収書を返送している。 

 

2) 手続書類様式 

施行規則で以下の各種手続様式 1～14を定めている。これら様式は、マレイ語版と英語版

の両方が用意されている。 

 

様式 1: 工業意匠登録出願の願書 

様式 2: 登録存続期間の延長申請書 

様式 3: 登録の回復申請書 

様式 4: 登録回復に対する異議申し立て書 

様式 5: 登録工業意匠の譲渡、移転、その他処分の原簿登録申請書 

様式 6: 登録原簿の訂正請求書、兼、工業意匠登録の取り消し請求願書 

様式 7: 高等法院への申し立て (訂正、取り消し、強制実施権) 書写の提出書 

様式 8: 登録原簿訂正の高等法院命令の通知書 

様式 9: 出願、または登録工業意匠の補正請求書 

様式 10: 代理人委任状、兼、代理人または住所変更届け 

様式 11: 代理人登録申請書 

様式 12: 代理人登録の延長申請書 

様式 13: 期間延長申請書 

様式 14: 謄本、または抄本の請求申請書 
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3) 管理用の記録 

ID Unit では、意匠登録出願の管理用に以下の 3 種類の管理記録手段が使用されている。

記録はいずれも手書きマレイ語である。 

a) 出願ファイル 

出願ファイルは、1 件ごとに個別の紙フォルダーの中に関連書類を収録した形態を取る。

意匠出願ファイルの紙フォルダーは、薄緑色のものが使用され、特許、商標用の紙フォル

ダーと色分けされている。この紙フォルダーの表紙に、登録番号、出願日、出願番号、登

録証発行日、登録存続期間、出願人との間の往復書類とその日付等の事項を記入可能とな

っているが、実際には出願日や、出願番号等の主要事項しか記入されないようである。 

b) 書類一覧表 

ID Unit と出願人との間の往復書類について、時系列的に、書類名と受発信日を記載し

た書類一覧表 (リスト) であり、出願ごとに出願ファイル中に収録されている。 

c) 登録証および延長認証書の交付記録 

意匠登録証および登録延長認証書の交付について、発行日順に専用の記録簿に送付記録

を記入している。この記録簿の記載事項は、登録証/認証書の発行日、登録/認証番号、代

理人、交付 (発送) 日付、受領確認の代理人署名である。 

 

4) 統計・その他管理業務 

管理用の統計などは、作られていない。WIPO への届け出が必要なデータが集計され出願

件数、登録件数が発表される。出願国別の内訳が最近のものは公表されている。 

 

2.2.3 取り扱いデータ量と IT 化対応要員 

2.2.3.1 取り扱いデータ 

工業意匠部門における主な帳票および原簿への記載項目一覧を表 IV-2.2-1 に示している。

ほとんどのデータがそれぞれのフォームを記載する出願人や代理人サイドからの起票で記載

され、その後の業務にも再三活用される。受付業務でのデータの入力とチェックがシステム

運用における重要な要素となる。 

また、チェックリストの項目を表 IV-2.2-2 に示した。受付時および審査時点で使用される

もので、IT 化システムが導入されれば、かなりの項目は機械的にチェックすることが可能と

なる。 
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出願番号 ● Application No. 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
出願日 ● Filing date 〇 〇 〇 ◎ ◎ ◎
出願人名称 Applicant name 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
出願人住所 Applicant address 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
国名 Nationality 〇 〇 〇 〇 〇 〇
創作者名 Author name 〇
創作者住所 Author address 〇
代理人名称 Agent name 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
代理人住所 Agent address 〇 〇 〇 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
代理人電話 Agent telephone 〇 〇 〇 〇 〇
代理人登録番号 Agent registration No. 〇 〇 〇
物品名 Article 〇 〇 〇 〇 ◎ ◎ ◎ 〇
ロカルノ分類 Classification 〇 〇 〇 〇 〇
マルチ出願 Multiple application 〇 〇
連合意匠 Association 〇
優先権主張国 Priority country 〇 ◎
優先権主張番号 Priority No. 〇 〇 〇
優先権主張日 Priority date 〇 ◎ ◎ ◎
分割出願番号 Divisional application No. 〇
分割出願日 Divisional date 〇
新規性宣誓サイン Declaration (novelty) 〇
マレイ連絡先 Contact in Malaysia (name/tel) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
代理宣誓サイン Declaration (agent request) 〇 〇 〇
代理人参照ファイル名 Company/agent file reference 〇 〇 〇
IPD参照ファイル名 ● IPD file reference 〇 〇
書類作成日 ● Date 〇 〇 〇
意匠登録番号 ● registration No. 〇 ◎ ◎ ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
意匠登録日 ● Date of registration 〇 ◎ ◎ ◎ 〇 〇
許可日 ● Date of acceptance given 〇 〇
審査官サイン ● Verified by (examiner) 〇 〇 〇
上級審査官サイン ● Accepted by (assist director) 〇
登録官サイン ● Accepted by (registrar) 〇 〇 〇
登録証発行日 ● Date of issuance of certificate ◎ ◎ ◎ 〇 〇
図面 Representation 〇 〇 〇
公報発行日 ● Date of gazette 〇 〇 〇 〇
トピックス ● Topics 〇
発生日 ● Issued date 〇 〇
英国登録番号 UK registration No. 〇 〇
延長回数 Extension state 〇 〇
満期日 Fee due 〇
関連他意匠 Contains more ID 〇
料金 Fee 〇 〇
代理人宣誓 Declaration (agent) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
権利満了日 Period to expire ◎ 〇 〇
備考 ● Remarks 〇 〇 〇 〇
修正項目 Restore/ amendment 〇 〇
譲渡／移転 Assignment/ transmission ◎ ◎ 〇
申請人 name address (person) 〇 〇 〇 〇 〇 〇

申請理由
Grounds for this application
(notice/explain) 〇 〇 〇 〇 〇 〇

延長期限 How long 〇
期限 Completion date 〇
希望書類 Want document 〇
送付先 Sent 〇
証明の希望 Documents to be certified 〇

申請番号 (代理人) Application No. (agent) 〇
申請人名称 (代理人) Applicant (agent) name 〇 〇 〇 〇
申請人住所 (代理人) Applicant (agent) address 〇 〇 〇 〇
資格 Qualifications 〇 〇
経験 Experience 〇
代理人登録番号 Agent registration No. 　 〇 〇 〇
有効期間 ● Registration validity 〇
延長料金 Extension fee 〇

◎; 法定項目

項目名

帳票
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表 IV-2.2-2   Item of Check List

Check list
(application)

Check list
(extension)

Id1 ●

Id2 (2copies) ●

Representation copy 6 ● ●

Application fee ● ●

Fee views ●

Id10 ● ●

Appointment of agent fee ● ●

Fee views ●

Officer's initials ●

Application No. ○ ○

UK registered design No. ○

Locarno classification ○ ○

Official stamp ○ ○

Fees-application ○ ○

Fees-views ○ ○

Name/address ○ ○

Country/state of inc. ○ ○

Author ○

Statement of article ○ ○

Classification ○ ○

Multiple application ○ ○

Association s23 (1) (a) ○ ○

Association s23 (1) (b) ○ ○

IC-claimed in 6 months ○

 - Certified copy in 3 months ○ ○

 - Trans ○

 - Same design ○

Assignment details ○

Representations ○ ○

Statement of novelty ○ ○

View designation ○ ○

Divide out ○

Disclaimer ○

Objection S3 (1) (a) ○

Objection S3 (1) (b) (ii) ○

Objection S3 (1) (b) (ii) ○

Objection S12 (novel) ○

Objection S13 ○

Citation ○

Objection overcome ○

Substantive examination report ○ ○

Examiner's initials ○ ○

Senior officer's initials ○ ○

●: Clerk, ○: Examiner
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現段階では、出願（優先権主張）から 6 カ月経過後「その他の要件」についての方式審査

が行われ、4～8週間で登録証が発行され、2～4週間で公報が発行される。 

 

2.2.3.2 IT 化対象要員 

新規出願の方式審査部門に 3 名、登録後の延長・名義変更などの審査部門に 2 名の審査官

が配置されている。これに加えて、事務処理を行うサポーティングスタッフは 5 名であり、

IT 化対応可能な要員は副登録官を含めて 11 名である｡各自 1 台ずつのパーソナルコンピュー

タが設置され、LAN 接続されてはいるが、登録証などの文書作成以外は、原簿への記載、チ

ェックリストなど、すべて手書きで行っている。2.2.3.1 で述べたように重複して転記する作

業がかなりあり、IT 化による効率の向上は期待できる｡しかし他方、データの入力に手間がか

かることに留意が必要である。 

 

2.2.3.3 事務所スペース 

約 100m2のスペースに、図 IV-2.2-11 のような形でレイアウトされている。現時点では、処

理件数、処理担当者の規模からみて、特に問題は生じていない。今後は知的財産関係意識が

向上し、意匠出願、累積ファイルの増加が想定され、早晩手狭になる恐れがある。 

 

 

  

公報書架

ファイル
書架

サポーティングスタッフ

審査官審査官 審査官

登録官代理室審査官 審査官

図 IV-2.2-11   工業意匠部門事務所見取り図
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2.3 工業意匠行政管理システムのコンセプト設定 

2.3.1 コンセプト設定にあたり配慮すべき事項 

本システムは工業意匠にかかる行政一連の効率化を出発点としている。すなわち、検討す

る範囲は原則として基本業務処理事項および今後のユーザー対応サービスのうち、コンピュ

ータ化により効率化を期待できる事項全般である。 

ただし、システムのコンセプトを設定するにあたり次の点に配慮した。 

 

(1) 実際の運用をベースとしたシステム 

先に 2.2 に述べたように、工業意匠法および施行規則における規定と実際の運用面ではいく

つかの違いが見られる。今回のシステム開発の対象は実際の運用をベースとしている。その

最大のものは、方式審査における「その他要件審査」である。これにより新規性に対する審

査が実質的に行われており、従って、審査業務上、先願・登録意匠の検索・閲覧を行うツー

ルが必要となる。 

 

(2) 効率化のレベル・規模 

効率化にあたっては、現有要員（約 10 人程度）により今後の出願増加に対応できることを

想定しており、効率化のポイントは次のとおりである。 

 現在のフロント要員によるデータエントリー 

 現在のタイプ要員による文書処理 

 審査官による先願意匠検索の機械化 

 公報作成の機械化 

 

(3) 現在開発中のオンライン出願、オンライン検索システムとの関係 

IPDが特許、商標について現在開発中のオンライン出願、オンライン検索に対応するサブシ

ステム（あるいはこのサブシステムとの連携）については、本システムから除外している。

これは、現在なお開発中で最終の姿が把握できないという点もあるが、仮に明確になってい

る場合でもまだテストを終了していない段階では、それとの接続をすることで新しく開発す

るシステムでの問題把握が困難となる恐れがあるためである。むしろ、オンラインシステム

側も、本システム側もそれぞれテストを終え、本格稼動を行った後での運用上の問題も洗い

出された段階で開発の可否、システムのコンセプトを改めて検討すべきである。 
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2.3.2 システムのコンセプト 

工業意匠行政業務は、以下のサブシステムから構成される。 

 

サブシステム 機能 

1) 工業意匠出願・登録管理システム システムの中核をなすものであり、出願データの内容とその法

律的なステータスを管理するものである。データ入力機能、図

面イメージ入力機能、審査記録機能、登録管理機能、登録後管

理機能を提供する。 

2) 料金管理システム 受付において手数料として受領する現金、小切手の管理を行

う。 

3) サーチシステム 審査官向けにデータベースに登録されたデータを検索し、該当

するデータを表示する機能。一般ユーザー用には、一部の表示

内容、検索キーを限定した検索、表示する機能を IPD 内に備え

られた PCより操作を前提として提供する。 

4) ドキュメント管理システム 受け付けたドキュメントをスキャナーによりイメージとして取

り込み、PC の画面上でドキュメントの原イメージの再現を行

い、事務所内処理のペーパーレス化を実現する 

5) 管理サポートシステム 担当者ごとの予定を管理する機能、業務全体の進捗を統計的に

管理する機能を提供する 

6) メンテナンスシステム システム管理者向けのデータベースを保守する機能を提供す

る。 

 

下記サブシステム（オンライン出願システム、オンライン検索システム）は、将来、工業

意匠行政管理システムを構成するサブシステムとなる予定であるが、ここでは対象から除外

している。これらは次のとおりである。 

 

サブシステム 機能 

1) オンライン出願システム インターネットを利用して出願者が作成したデータを IPD 内の

工業意匠出願・登録管理システムに直接取り込む 

2) オンライン検索システム インターネットを利用して、登録済みの利用者が一般資料公開

システムと同等のサービスを受けられる 
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2.4 基本設計 

2.4.1 設計にあたっての基本方針 

次の方針により設計を行った。 

(1) 汎用性、将来の制度変更への対応についての柔軟性 

マレイシアの工業意匠制度はまだ施行されて十分に時間が経過しておらず、運用基準につ

いても今後実際の運用を見ながら改定される可能性が残されている。また、国際的にも、書

式・手続き面での標準化が進められたり、制度運用面での国際的協力の提供方法に変更の可

能性も想定されるなど、業務処理システム、検索システムについての柔軟性が求められる。 

これに極力対応できるシステムとするために、次の方針で設計を行った。 

1) システムをモジュール化し、各サブシステム内の変更を容易にすると同時に、システム

の複雑な組み換えをすることなくフィールド・アップグレードが図れるようにする。 

2) 一定の事項について、パラメータ制御により制度のマイナーな変更に対応できるように

し、汎用性に努力する。 

3) 分類について現在使用中のものだけでなく、将来の分類数の増加、サブ分類の使用など

への対応、別の分類の並行使用にも対応できる柔軟性を確保する。 

 

(2) 効率化が可能な場合には IT化による業務処理プロセスの変更も検討 

IT 化されたシステムは必ずしも現在手作業で行われている業務を単純に電子化された作業

に置き換えるものではない。法・施行規則に則り、IT 化にあわせて業務処理の方法等を変更

することでより効率化が確保できるものについては、業務処理方法の検討も行う。これには、

次の事項が含まれる。 

• 「登録簿（Register）」も電子化すること 

• 申請書（IDF1～IDF14）の記載事項についての変更をすること 

• 文字データの入力、および図面データの入力を行う組織、書面と入力されたデータが同

一であることを確認する組織を設置すること 

 

(3) 現行システムの操作性確保 

システムユーザーの便宜を図るため、特許、商標制度における現行システムとの操作上の

共通性を確保すること、また、データの共有化を図れる方向で設計すること。 
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2.4.2 システムの内容 

システム全体は、次の内容を備え、機能概要は、図 IV-2.4-1のとおりである。 

 

(1) 言語 

画面の入力項目名の表示は、英語で行うが、入力されるデータについては、マレイ語

も可能とする。 

(2) 意匠登録番号 

登録番号体系を新たに「MY9999-99999-99」として定める。数字は、西暦桁＋出願番号

5 桁＋枝番 2 桁とする。英国登録からの延長については、引き続き、「UK (E) 99 / 

9999」を継承する。 

(3) ドキュメントサイズ 

ドキュメントは、すべて A4を原則とする。 

(4) 工業意匠出願の管理機能 

工業意匠出願データの管理、登録データの管理、出願・登録案件のステータス管理、

IDF1以外の申請書類の管理、その他交換される文書の管理を行う。 

(5) 審査官用サーチ機能 

ロカルノ分類、物品名、出願日、登録日、出願者、代理人を指定しての検索を行う。 

次の機能についても付加できる可能性を残す。 

1) ロカルノ分類以外の分類あるいはサブ分類の並行使用 

2) その他の日付（例えば優先日など）による検索 

3) サムネイル等による一括表示 

(6) 一般用ユーザー用サーチ機能 

ロカルノ分類、物品名、出願日、登録日を指定しての検索を行う。 

(7) 公報印刷機能 

ワードフォーマットでの公報用文書の自動作成を行う。 

(8) 証明書印刷機能 

ワードフォーマットでの登録証明書の自動作成を行う。 

(9) 予定管理機能 

担当者ごとの予定管理機能を実現する。 

(10)  代理人登録機能 

代理人登録管理機能を実現する。 
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(11)  統計情報出力機能 

月間、年間の利用状況の統計情報を提供する。 

(12)  レター用文言登録機能 

審査官が良く利用する文書を登録し、通知文書等に利用できる機能を提供する。 

(13)  アクセス制御機能 

案件に対する操作者に対するアクセス制御を実施する。 

(14)  ユーザー登録機能 

システムを利用するユーザーの ID、パスワード等をシステム管理者が登録できる機能

を提供する。 

(15)  既存データベースとのデータ交換機能 

商標・特許システムで利用している Informix とのデータ連携ができるように考慮する。 

(16)  既存インフラの利用 

既存の LAN を利用する。また、利用者の PC は、プロジェクトの予算が許せば、提供

する。 

(17)  新システムへの移行登録機能 

すでに登録済みの意匠データを新しいシステムに移行登録するための機能を提供する。 

(18)  料金管理機能 

料金計算、小切手精算管理、手持ち金管理機能を実現する。 

(19)  ドキュメント管理機能 

利用者から受取った書類をイメージデータとして保存し、必要に応じて表示可能な機

能を実現する。 

(20)  システム変更への対応 

制度、運用の変更に対し、システムが柔軟に対応できるよう考慮する。 

(21)  オンライン登録、オンライン出願システムとの連携考慮 

将来のインライン登録、オンライン出願との接続を考慮して設計を行う。 
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2.4.3 システム構成 

システムは、クライアント、WWW サーバー、アプリケーションサーバー、データベース

サーバーから構成される。クライアントおよび各サーバーは、LANにて相互に接続される。 

 

システム コンセプト 

1 クライアント ウィンドウズオペレーティングシステム、HTML および

JavaScript が処理可能なブラウザ（インターネットエクスプロー

ラ、またはネットスケープ）がインストールされる。クライア

ントの機能は、データの入力、データの参照、印刷である。審

査用のクライアントには、デザイン、および文書のイメージを

表示し、十分な大きさと解像度が要求されるため、1,280×1,024

以上の表示が可能なハードウェアが要求される。 

2 WWWサーバー クライアントへのブラウザ画面への表示を行うための HTML デ

ータの作成・送信とクライアントから送信されてくる HTML デ

ータの受信およびデータのチェックをクライアント単位に管理

する。 

3 アプリケーションサーバ

ー 

WWW サーバーから引き渡された処理依頼に対して、制御テー

ブルに関する処理依頼については、処理権限のある利用者から

のものであるか、処理依頼を行うためには、どのプログラムを

実行する必要があるかの情報を応答として返す。出願・意匠デ

ータに関する処理依頼については、対象とするデータが指定さ

れた処理を行える状態にあるかをチェックし、データベースの

更新、印刷等データの作成を行う。 

4 データベースサーバー すべての出願・意匠に関するデータ、業務処理プログラムの制

御情報、利用者・担当者のアクセス権限情報の登録・更新・読

出しをリレーショナルデータベースを利用して行う。データベ

ースサーバーへの処理依頼は、アプリケーションサーバーの

Javaプログラムから JDBCを通して実行される。 

5 ファイルサーバー アプリケーションサーバーから指定されたファイルへイメージ

データの書き込み、および指定されたファイルからイメージデ

ータの読み込みを行う。イメージデータは、汎用のイメージス

キャナーとスキャンニングソフトウェアを用いて、JPEG 形式に

てクライアント PC に一旦保存された後、ドキュメント登録の

操作によりファイルサーバーに保存される。 
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2.5 開発スケジュールおよび開発体制 

2.5.1 開発スケジュール 

おおよその開発スケジュールを表 IV-2.5-1に示す。開発に要する期間は約 1.5年と想定され

る。 

このシステム開発の前の段階として、基本設計の最終化が必要となる。 

なお、開発・導入にあたっては、早くかかれるもの、並行して着手できるものなどについ

て他工程の終了を待つことなく着手するなど、極力工期あるいはその後のテスト期間、本格

稼動への準備期間の短縮に努める必要がある。例えば、1) 画面遷移について早期に完了し操

作性についてシミュレーションを行う、2) データ移行を開発完了前に実施する、などである。 

 

2.5.2 開発過程における IPD の支援体制 

開発過程においては、IPD も開発支援体制を組み、開発側へのサポートを行うとともに、

IPD 側の意向を開発に反映させたり、開発後の業務体制の準備を行うなど、開発後の新シス

テムへの移行を容易にするための準備を行うことが必要である。 

開発過程における IPD の支援体制について図 IV-2.5-1 に示す。また、図 IV-2.5-2 には、シ

ステム導入後の想定業務体制を示す。 
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